
階層区分

第１階層

ひとり親世帯等 ０

上記以外の世帯
３，０００

第2子　１，５００

ひとり親世帯等
４，２５０
第2子　０

上記以外の世帯
９，５００

第2子　４，２５０

　７７，１０１円以上

２１１，２００円以下

※第2階層、第3階層における「第2子」とは、多子計算の対象となる子ども（年齢制限なし）の第2子をいう。
※表中（　　　）内の金額は、次の注意事項に掲げる多子軽減(1)に該当し半額になる場合の利用者負担額である。

○　幼稚園・認定こども園（１号認定）　利用者負担額表の読み替え　

平成２８年度 平成２９年度
平成２８年４月分から 平成２９年４月分から
平成２９年３月分 平成３０年３月分

ひとり親世帯等
２，３００円
第２子　０円

３，１００円
第２子　０円

上記以外の世帯
５，６００円

第２子　2,800円
７，２００円

第２子　3,600円
６，０００円

(３，０００円）
８，５００円

（４，２５０円）
８，５００円

（４，２５０円）
１２，０００円
（６，０００円）

　７７，１００円以下

第４階層

第５階層 ２１１，２０１円以上

　平成２８年度及び平成２９年度にかかる坂井市立幼稚園及び坂井市立認定こども園に入園する児童の
保育料（保護者負担額）月額については、次のとおり読み替えるものとする。

１２，０００
(６，０００)

１５，０００
(７，５００)

　　　　　　　　　　　　　０

＜備考＞
○ 年度切替
　4月分から8月分までは前年度、9月分から翌年3月分までは当年度の市町村民税所得割額を基に利用者負担
額を算定する。このため、同一年度内でも利用者負担額が切り替わることがある。

○ 多子軽減
（１）　幼稚園年少（3歳児）から小学校3年生までの範囲において、最年長の子どもから数えて順に2人目は半額、
３人目以降は無料とする。
（２）　世帯の市町村民税所得割額が77,100円以下の場合は、多子計算の算定対象となる子どもについて、年齢
制限（小学校第３学年まで）をなくし、年齢に関わらず「保護者と生計を一にする子ども」とする。
　　ここでいう「保護者と生計を一にする子ども」は、保護者が養っている直系卑属に限る。
　　　なお、保護者と別居している場合には、市民税課税上保護者に扶養されていることを必要とする。
（３）　世帯の市町村民税所得割額が77,100円以下のひとり親世帯等については、（２）の多子計算の算定対象と
なる子どもの範囲（年齢制限なし）における第２子以降の子どもに係る利用者負担額を無料とする。

○ すくすく保育支援事業　（多子世帯における保育料無料化対象者の拡大）
　　保護者と生計を一にする子どもが3人以上いる場合は、多子軽減の条件に関係なく3人目以降は無料とする。

○ひとり親世帯等とは、以下の世帯をいう。
　（１）「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１７条に規定する配偶者の
ない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
　（２）「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。
　　①　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
　　②　療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療育手帳の交付を受けた者。
　　③　精神保健及び精神障害者福祉に関する手帳法律（昭和２５年法律第１２３号）に定める精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けた者。
　　④　特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特別児童扶養手当支給
対象児、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

幼稚園・認定こども園（１号認定）　利用者負担額表

【平成２８年４月適用】

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

定義

保育料（保護者負担額）月額

（支援法第19条第1項第1号に該当するもの）

円
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）
による被保護世帯（単給世帯を含む。）及
び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配
偶者の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）による支援給付受給世帯

第２階層

市民税非課税世帯

（市民税所得割非課税世帯を含む）

第３階層 市民税所得割
課税世帯で
あって、その
区分が次の区
分に該当する
世帯

階層区分

保育料（保護者負担額）月額

第３階層

第４階層

第５階層

資料５－１ 



保育短時間 保育標準時間 保育短時間

円 円 円 円

第１階層 ０ ０ ０ ０

ひとり親世
帯等

０ ０ ０ ０

上記以外の
世帯

４,０００
第2子　2,000

４,０００
第2子　2,000

６,０００
第2子　3,000

６,０００
第2子　3,000

ひとり親世
帯等

５,０００
第2子　0

４,９００
第2子　0

６,０００
第2子　0

５,９００
第2子　0

上記以外の
世帯

１１,０００
第2子　5,500

１０,８００
第2子　5,400

１３,０００
第2子　6,500

１２,８００
第2子　6,400

４８，６００円以上
ひとり親世
帯等

８,５００
第2子　0

８,３５０
第2子　0

１０,５００
第2子　0

１０,３５０
第2子　0

５７，７００円未満
上記以外の
世帯

１７,０００
第2子　8,500

１６,７００
第2子　8,350

２１,０００
第2子　10,500

２０,７００
第2子　10,350

５７，７００円以上
ひとり親世
帯等

８,５００
第2子　0

８,３５０
第2子　0

１０,５００
第2子　0

１０,３５０
第2子　0

７７，１０１円未満
上記以外の
世帯

１７,０００
（8,500）

１６,７００
（8,350）

２１,０００
（10,500）

２０,７００
（10,350）

７７，１０１円以上

９７，０００円未満

９７，０００円以上

１６９，０００円未満

１６９，０００円以上

３０１，０００円未満

３０１，０００円以上

３９７，０００円未満

第８階層 ３９７，０００円以上
３０,０００
(15,000)

２９,５００
(14,750)

５３,０００
(26,500)

５２,１００
(26,050)

※第2階層から第4-2階層における「第2子」とは、多子計算の対象となる子ども（年齢制限なし）の第2子をいう。
※保育標準／保育短時間、子どものクラス年齢及び階層区分により子どもごとの利用者負担額を決定する。
※表中（　　　）内の金額は、次の注意事項に掲げる多子軽減（１）に該当し半額になる場合の利用者負担額である。

<備考>
○年度切替え
　4月分から8月分までは前年度、9月分から翌年3月分までは当年度の市町村民税所得割額を基に利用者負担額を算定
する。このため、同一年度内でも利用者負担額が切り替わることがある。
○多子軽減
（１）　当該世帯内で施設（保育所、認定こども園、幼稚園）等を利用している子どもが複数いる場合、2人目は半額、３人目
以降は無料となる。
（２）　世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満の場合は、多子計算の算定対象となる子どもについて、年齢制限（小
学校就学前まで）をなくし、年齢に関わらず「生計を一にする子ども」とする。ここでいう「生計を一にする子ども」は、保護
者が養っている直系卑属に限る。
　　　　なお、保護者と別居している場合には、市民税課税上保護者に扶養されていることを必要とする。
（３）　世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯等については、（２）の多子計算の算定対象となる子ど
もの範囲（年齢制限なし）における第２子以降の子どもに係る利用者負担額を無料とする。

○すくすく保育支援事業　（多子世帯における保育料無料化対象者の拡大）
　保護者生計を一にする子どもが3人以上いる場合、多子軽減の条件に関係なく3人目以降は無料とする。。

○ひとり親世帯等とは、以下の世帯をいう。
（１）「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１７条に規定する配偶者のない者で
現に児童を扶養しているものの世帯。
（２）「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。
　　①　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
　　②　療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療育手帳の交付を受けた者。
　　③　精神保健及び精神障害者福祉に関する手帳法律（昭和２５年法律第１２３号）に定める精神障害者保健
　　　　福祉手帳の交付を受けた者。
　　④　特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特別児童扶養手当支給対象児、
国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

第３階層

市民税所得
割課税世帯
であって、
その区分が
次の区分に
該当する世

帯

３７,４００
(18,700)

第７階層
３０,０００
(15,000)

２９,５００
(14,750)

４６,０００
(23,000)

４５,３００
(22,650)

第５階層
２４,０００
(12,000)

２３,６００
(11,800)

２９,０００
(14,500)

２８,６００
(14,300)

第２階層 市民税非課税世帯

４８，６００円未満

第４-2階層

第４-1階層

生活保護法（昭和２５年法律第１４４
号）による被保護世帯（単給世帯を含
む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第３０号）による支
援給付受給世帯

保育所・認定こども園（２号３号認定）　利用者負担額表

【平成２８年４月適用】

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

階層区分 定義

支援法第19条第1項第3号に該当す
るもの（満3歳未満）

支援法第19条第1項第2号に該当するもの（満
3歳以上）

保育料（保護者負担額）月額

保育標準時間

第６階層
２８,０００
(14,000)

２７,５００
(13,750)

３８,０００
(19,000)

１７,０００
（8,500）

１６,７００
（8,350）

２１,０００
（10,500）

２０,７００
（10,350）

第４-3階層
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